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快適なプレーのご協力をお願いいたします
ご来場のお客様が快適にプレーできるように次の点のご協力をお願いいたします。
●朝の受付はスタート30分前までにお済ませください。
　30分前にご署名いただけない場合は、状況によってスタート時間及びコースの変更させていただく場合がございます。
●バンカー均し・ディボットの目土・グリーン上のボールマークの修正にご協力お願いいたします。
●スロープレーは最大のマナー違反。プレーの進行は、ハーフ２時間15分以内を心がけお願いいたします。
●タバコは灰皿へ、ゴミはゴミ箱へお願いいたします。快適なプレーのご協力をお願いいたします

セルフスタンドバッグのお取り扱いについて
　セルフスタンドバッグを「手荷物扱い」とさせていただいております。盗難・紛失・損傷を防ぐためにお客様ご本人で
管理していただきますようお願い申し上げます。
※盗難・紛失・損傷等について責任を負いかねますので何卒ご理解ご了承の程お願い申し上げます。

現金・クレジット対応自動精算機のご案内
　現金・クレジットの自動精算機を導入しております。お客様のご精算は自動精算機をご利用くださいますようお願いい
たします。また、両替にも対応しておりますのでご希望の方は自動精算機をご利用下さい。皆様のご理解ご協力の程よろ
しくお願いいたします。
下記の方はフロントにてのご精算になりますのでご了承ください。
・クレジットカードでのご精算希望でICチップのないクレジットカードご利用のお客様
・クレジットカードでのご精算希望で暗証番号が不明のクレジットカードご利用のお客様

年会費口座振替のご案内
　年会費のお支払いには便利な口座振替をお勧めいたします。
　また、書類や印鑑が不要なインターネット口座振替受付サービスも可能となりました。スマートフォンやタブレッ
ト、パソコンからお手続きができますので是非ご利用ください。ご希望の方は､必要書類を郵送しますので会員部
（TEL.0289-71-1050）までお申し付けください。
《インターネット口座振替受付サービスのお手続きに関するご注意》
※法人や個人事業主の口座ではお申込みいただけません。
※機種によりお申込みできないスマートフォン、タブレット、パソコンもございます。

出産・育児・介護による休会手続きならびに年会費の特例措置についてのお知らせ
　会員様が出産・育児・介護により当クラブがゴルフプレーをすることができないと認めたときは、事前申請（許可申請
書と必要書類のご提出）により休会手続きがとれるようになりました。
　休会期間（年会費の特例措置）は、申請次年度から１年間のみ（年度締切日は毎年９月30日）の定めですので、次年度
も適用なさる場合には再度事前申請が必要となります。事前申請なき場合には、通常の年会費となります。この特例措置
は、法人会員様には適用されません。
　詳しくは会員部（TEL.0289-71-1050）までお問い合わせをお願いいたします。

ご住所・ご連絡先電話番号の変更届けのお願い
　ご住所・お電話番号に変更があった場合は必ず変更届けをご提出くださいますようお願い申し上げます。クラブまたは
会員課（TEL.0289-71-1050）にてお受けいたします。


